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第５回軽米町農業委員会総会議事録 

 

１．招集月日 令和元年７月２６日（金） 

 

２．招集日時 午後１時３０分 

 

３．招集場所 役場３階会議室 

 

４．出席委員 農業委員： 

会長（10番） 山田 一夫 

会長職務代理者（９番）笹山結実男 

１番 安田正一郎、 ２番 畑林 悦男、 ３番 細谷地 司 

４番 内澤 初蔵、 ５番 下谷地敦雄、 ６番 福田 光雄 

７番 苅谷 雅行、 ８番 西舘 徳松 

 

農地利用最適化推進委員： 

１番 坂本 武道、 ２番 木村 正司、 ３番 大久保 広 

４番 太田  正、 ５番 寺澤 正幸、 ６番 古里 典子 

７番 工藤 郁子、 ８番 増尾 勝男、 ９番 本田 健耕 

10番 間賀 敬一 

 

５．欠席委員 なし 

         

６．事務局職員 事務局長 小林  浩、 局長補佐 長瀬 設男、 主査 鶴飼 義信 

 主事 小林  誠、 主事 永井 重徳、 臨時職員 新井田 舞 

 

議 長（山田会長） 

それではただいまより、第５回軽米町農業委員会総会を開会いたします。 

（ 午後１時３０分 開会 ） 

 

議 長   本日の出席農業委員は１０名で、在任委員の過半数に達しておりますので会

議は成立いたしました。 

      また、農地利用最適化推進委員は１０名の出席となっております。 

それでは日程に入ります。 

日程第１、議事録署名委員についてお諮りいたします。常例により当席より

指名することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 
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議 長   ご異議がないので ９番 笹山結実男委員、１番 安田正一郎委員のお二方

にお願いいたします。 

日程第２、会期についてお諮りいたします。本日一日といたしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので 、本日一日と決定いたします。 

それでは議事に入ります。日程第３、議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請について上程いたします。 

番号３番については、除斥がありますので、先に審議いたします。農業委員

会法第３１条の規定「議事参与の制限」により、○○委員は一時退席願います。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

議 長   それでは、朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   それでは、議案第１号、２ページになります。番号３、畑３筆の案件となり

ます。大字○○第○地割、２，４９０㎡。同じく４，１１１㎡。同じく１０，

９２５㎡。合計３筆で１７，５２６㎡となります。農地法第３条の規定による

許可申請での有償移転、売買となります。譲渡人が○○○○さん、県外在住と

なります。譲受人は○○○○さん。売買価格は、すべて合わせて６０万円とな

っています。現地確認につきましては、太田委員と苅谷委員にお願いしてござ

います。なお譲受人は、○○委員のご家族ということでの案件となります。よ

ろしくお願いします。 

 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。現地調査についてですが、番号３に

ついては、太田委員と苅谷委員に依頼しておりますので報告願います。 

 

太田委員  報告します。一カ所目ですけど、○○公民館から北側に１．５ｋｍの所にあ

り、○○との境にある農地で、周囲は山林と畑となっています。確認者の意

見ですけど、譲渡人は現在県外に転居しており、生前両親が耕作していた農

地を譲り渡すものであります。梅栽培を行っていた農地で、現在は後継者が

町内におらず、耕作されていない状況にある。このままでは、荒廃地になる

恐れがあるが、譲受人は農地の維持管理に努める意向であり効率的な利用が

見込まれる。よって許可相当であると考えます。 

      二カ所目ですけど、○○公民館から北側に１㎞の所にある農地で、周囲は畑

となっています。 

      三カ所目は、○○公民館から東側に１㎞の所にある農地で、周囲は、山林と

畑となっています。 
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      確認者の意見についてですが、二カ所目と三カ所目の農地は、周囲の状況か

ら位置的影響はなく問題ないと判断する。よって、許可相当であると判断し

ます。 

 

議 長   ただいま、報告申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

      番号３について。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので、議案第１号、番号３、農地法第３条の規定による許可申

請については、原案のとおり決定することにいたします。 

 

議 長   それでは、○○委員の復席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 復席 ） 

 

議 長   それでは、議案第１号、番号１、２及び４について、上程いたします。    

朗読を兼ね説明をさせます。 

 

事務局   １ページ目にお戻りいただきたいと思います。番号１、大字○○第○地割、

畑で１，０６４㎡、１筆になります。農地法第３条の許可申請の有償移転と

いうことで、売買になります。譲渡人が○○○○さん、○○在住となります。

譲受人が○○○○さん。売買金額は２５万円となります。こちらの現地確認

は、坂本委員と西舘委員にお願いしてございます。 

      続きまして番号２、４筆の田んぼになります。大字○○第○地割で、７６７

㎡。同じく大字○○第○地割で、１，８１８㎡。同じく大字○○第○地割で、

９５２㎡。同じく大字○○第○地割で、３，０００㎡。合わせまして６，５

３７㎡となります。こちらにつきましても有償移転、売買となります。譲渡

人は○○○○、○○在住となります。譲受人は○○○○。売買の単価は、総

額で５万円となります。現地確認は、大久保委員と畑林委員にお願いしてご

ざいます。 

 ページをめくっていただきまして、番号４、大字○○第○地割、１，５３６

㎡。田んぼ１筆になります。こちらも農地法第３条による有償移転というこ

とで、売買となります。譲渡人は○○○○、○○在住。譲受人は、○○○○。

こちらの売買金額は１０万円となります。現地確認は太田委員と福田委員に

お願いしてございます。 

以上の３件についてよろしくお願いします。 

 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。現地調査についてですが、番号１に

ついては坂本委員と西舘委員に、番号２については大久保委員と畑林委員に、
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番号４については太田委員と福田委員にそれぞれ依頼しておりますので、そ

れぞれ報告願います。 

 

坂本委員  報告します。位置、周囲の状況ですが、○○地区内、○○○○より５００ｍ

地点にあり、周囲の状況は、東は町道、西側は主要地方道になっており、南

と北側は畑となっています。譲受人は、田んぼ１０，３２２㎡、畑７，７４

８㎡を所有しており、水田は全部作付けし、畑は貸付けを含めたばこ耕作６，

６８４㎡。残りの１，０６４㎡は自家菜園となっています。譲渡人のほうで

すが、○○在住で、高齢で農地管理が非常に難しくなってきています。状況

としては、雑草が生えている状況で地域の人にお願いして草取りをしている

状況です。譲受人ですけど、高齢ではありますが、現在町外に住んでいる息

子さんが帰って来るのを楽しみにしており、購入した土地に果樹とか野菜等

を栽培したいということです。意欲的に農作業に取り組んでおり、効率的に

利用できると思います。また、農地の位置関係などは、許可することにより

周辺農地の農業上の効率的、総合的な利用ができ、地域の調和にも支障はあ

りません。よって、この申請は許可相当であると考えます。 

 

大久保委員 報告します。場所は○○地区内。○○入口から○○墓地までの間、７００ｍ

のところに４カ所あります。町道から５ｍのところもあれば、２００ｍのと

ころもあります。町道に沿って川もあります。周囲の状況は、東、西、南と

も水田に囲まれています。北側は１町歩の畑になります。譲受人ですけど、

現在、水稲を１町５反作付しているとのことです。保有している機械は、田

植機、コンバイン、乾燥機全てそろっているとのことです。周辺農地へ支障

がないかということですけど、周囲は水田に囲まれています。また、中山間

地域直接支払交付金事業にも参加しているため、周辺農地は非常に整理され

ています。よってこの申請は、許可相当であると考えます。 

 

太田委員  番号４。○○公民館から西側に１km の所にある田んぼで、周囲は、田んぼ

と畑になっています。確認者の意見ですけど、周囲の農地に影響がなく、問

題ないと判断する。よって、この申請は、許可相当であると考えます。 

 

議 長   ただいま、報告申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

      番号１について。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   番号２について。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 
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議 長   番号４について。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請のうち、

番号１番、２番及び４番については、原案のとおり決定することにいたしま

す。 

 

議 長   日程第４、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請に対する意見に

ついて上程いたします。朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   議案書の３ページと４ページには位置図が掲載してございます。３ページを

読み上げます。農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて。番号１、場所は大字○○第○地割、地目は畑になります。面積は４，

０５２㎡のうち２，２４３㎡になってございますが、当初１筆だったのです

が、この申請にあたって分筆登記をされたということになります。そのうち、

第○地割の土地は２，２４３㎡に現在なってございます。譲渡人は○○市在

住、譲受人も○○在住になります。転用の目的は、太陽光発電パネルの設置

による事業を実施したいという内容でございます。こちらの地域は農振農用

地域外で、農地区分としては第２種農地に該当するというふうに判断してご

ざいます。４ページをお開きいただきたいと思います。申請地につきまして

は、真ん中下の斜線の部分となります。○○地区になりまして、道路を挟ん

だ向かい側が○○○○となっている所になります。今、１枚物の資料を配布

させていただきました。位置図と計画書に添付されてございましたパネル等

の配置図を裏面に印刷してございますので、そちらも併せてご覧いただきた

いと思います。現地確認につきましては、本田委員と山田委員にお願いして

ございます。 

 

議 長   ただ今、説明申し上げたとおりです。現地調査についてですが、番号１は本

田委員と私が依頼されておりますので、報告願います。 

 

本田委員  現地確認は、会長と事務局とで、１８日の午後に行いました。場所は、○○

地区内の県道線沿いにありまして、道路の向かい側に○○○○があります。

周囲の状況でありますが、東側は譲渡人の宅地でございます。西側は○○○

○の敷地、及びその隣には太陽光発電の敷地がございます。南が水田、北が

県道となっております。確認者の意見ですけど、譲渡人の生家の農地で、○

○さんとありますが、旧姓は○○さんでございます。若いときに○○に嫁い

だということです。４，０５２㎡のうち道路を含む２，２４３㎡は、道路よ

り奥の位置となってございます。南側の水田に対して日照不足等の被害はな

く、それ以外は宅地になってございます。西側には数年前より太陽光発電が
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設置され、稼働されている状況でございます。よって、この申請は、許可相

当であると考えます。 

 

議 長   ただいま、報告申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

番号１について、ご意見ございますか。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請に対す

る意見については、原案のとおり県知事へ進達することに決定いたします。 

 

議 長   日程第５、議案第３号、農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画

の承認について上程いたします。朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   ５ページになります。議案第３号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地

利用集積計画の承認について。 

      番号１、大字〇〇第○地割の畑になります。４，２５５㎡。同じく、第○地

割で、５，１５７㎡。同じく、第○地割で、１３，９０３㎡。同じく、第○

地割で、２，９９９㎡。同じく、第○地割で、１１８㎡。大字○○第○地割

で、田んぼになります。４，４４８㎡。同じく、第○地割の畑で、６，６０

９㎡。同じく、第○地割の畑になります。６，９４７㎡。同じく、第○地割

の田んぼになりまして、３，５３２㎡。同じく、第○地割の畑で、５，４２

５㎡。同じく、第○地割の畑になりまして、５，５１７㎡。同じく、第○地

割の田んぼになりまして、４４６㎡。合わせまして、田んぼが３筆で８，４

２６㎡、畑が９筆で５０，９３０㎡、合計で５９，３５６㎡になります。所

有者は○○○○、利用権の設定を受ける者は○○○○になります。貸借の期

間は１０年となります。こちらは使用貸借ということで、賃料は発生しない

形になります。真ん中のところに再設定とありますが、期間満了により更新

ということで、再度貸借を設定する内容になってございます。 

 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので議案第３号については、原案のとおり決定することとし、

計画策定について町長へ要請いたします。 

 

議 長   日程第６ 議案第４号、適用外証明交付申請の承認について、上程いたしま

す。朗読を兼ね説明させます。 
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事務局   議案書の６ページと７ページになります。議案第４号、適用外証明交付申請

の承認について、２件ございます。 

番号１、大字○○第○地割、登記簿上は畑となっていますが、現況は宅地と

いう状況にございます。面積は１６２㎡。こちらの所有者、申請人でございま

すが○○県在住でございます。非農地の事由ですけど、父親からの相続で、当

時から宅地として利用し宅地課税されていて、隣接地はお兄さんの所有になっ

てございますが、そちらの適用外証明手続きが前回の総会であったわけですが、

その手続きにより今回、手続するに至ったということでございます。現地確認

につきましては、本田委員と山田委員にお願いしてございます。 

      番号２、大字○○第○地割、地目は畑となってございます。面積は、３４０

㎡。所有者は○○在住となります。こちらの事由ですけど、昭和３２年に父

親から相続されて以来、資材置場等に使用されていたということで、地目が

畑であることを知らなかったということで、今回、所有権を移転しようとし

たところ、そういった状況がわかり、畑としての利用がなかったということ

で申請に至ったということになります。現地確認につきましては、本田委員

と山田委員にお願いしてございます。 

位置図ですが、下の７ページに掲載してございます。どちらも近い所で、○

○学校の隣接地で○○地区になります。 

 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。現地調査については、１番、２番と

も本田委員と私が依頼されておりますので、ご報告願います。 

 

本田委員  １番について報告いたします。○○地内で、前回の総会にかかった所の隣の

弟さんの案件です。いずれ、農地以外になってから長年年月を経過した土地

であり、農地又は採草放牧地として復旧することが著しく困難であると認め

られる。また、周囲の農地への影響は無く、許可相当であると見ました。 

      ２番についても同じでございます。農地以外になってから長年経過した土地

であり、農地又は採草放牧地として復旧するには著しく困難であると認めら

れる。周囲の農地への影響は無く許可相当であると見ました。周辺は全部宅

地になっています。かなり前から農地に家が建っているということが多い所

です。私も４０年近く前に、同地区に住んでいたのですけど、その当時おそ

らく簡単に農地に家を建てることができたのかなと。そういうふうなことも

あり、おそらくこういう農地であって今になって所有権の移転をする場合に

農業委員会の総会にかけなければならない状況です。 

 

議 長   ただいま、報告申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので、議案第４号、適用外証明交付申請の承認については、原
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案のとおり決定することにいたします。 

 

議 長   以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。これをもって、

第５回軽米町農業委員会総会を閉会といたします。 

（ 午後２時００分 閉会 ） 

 


